
 
広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

広
島
県
規
則
第
八
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
特
定
組
合
」
を
「
特
定
農
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。 

  

第
三
条
第
一
項
中
「
組
合
は
、
」
を
「
組
合
に
係
る
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
申
請
」
の
下
に
「
、
申
立
て

」
を
加
え
、
「
届
出
に
つ
い
て
」
を
「
届
出
は
」
に
改
め
、
「
定
め
る
申
請
書
」
の
下
に
「
、
申
立
書
」
を

加
え
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

九 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号 

 
 

）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
役
の
選
任
、
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
（
同
法
第
百
二
十 

 
 

九
条
第
一
項
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。 

 
 

）
の
規
定
に
よ
る
新
受
託
者
、
新
た
な
信
託
管
理
人
、
新
た
な
信
託
監
督
人
若
し
く
は
新
た
な
受
益
者 

 
 

代
理
人
の
選
任
、
同
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
管
理
人
の
選
任
又
は
同
法
第
百
三 

 
 

十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
監
督
人
の
選
任
の
申
立
て 

別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
申
立
書 

 

十 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
五
十
七
条
第
二
項
（
同
法
第 

 
 

七
十
条
（
同
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
二
項
、 

 
 

第
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に 

 
 

よ
る
受
託
者
、
信
託
財
産
管
理
者
、
信
託
財
産
法
人
管
理
人
、
信
託
管
理
人
、
信
託
監
督
人
又
は
受
益 

 
 

者
代
理
人
の
辞
任
の
許
可
の
申
請 

別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請
書 

 

十
一 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
五
十
八
条
第
四
項
（
同
法 

 
 

第
七
十
条
（
同
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
二 

 
 

項
、
第
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規 

 
 

定
に
よ
る
受
託
者
、
信
託
財
産
管
理
者
、
信
託
財
産
法
人
管
理
人
、
信
託
管
理
人
、
信
託
監
督
人
又
は 

 
 

受
益
者
代
理
人
の
解
任
の
申
立
て 

別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
申
立
書 

 

十
二 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
四
十
七
条
第
二
項
又
は
同 

 
 

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
役
の
報
告 

別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
報
告
書 

第
三
条
第
一
項
第
四
十
号
中
「
第
百
八
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
別

記
様
式
第
四
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
五
号
と
し
、
同
項
第

三
十
九
号
中
「
第
百
八
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
十
号
」

を
「
別
記
様
式
第
四
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
四
号
と
し
、
同
項
第
三
十
八
号
中
「
第
百
七

十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
六
条
第
二
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
四

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
三
号
と
し
、
同
項
第
三
十
七
号
中
「
第
百
六
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第

二
百
二
条
第
七
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同



項
第
四
十
二
号
と
し
、
同
項
第
三
十
六
号
中
「
特
定
組
合
」
を
「
特
定
農
業
協
同
組
合
」
に
、
「
別
記
様
式

第
三
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
一
号
と
し
、
同
項
第
三
十
五

号
中
「
別
記
様
式
第
三
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
号
と
し
、

同
項
第
三
十
四
号
中
「
特
定
組
合
」
を
「
特
定
農
業
協
同
組
合
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
五
号
」
を
「
別

記
様
式
第
四
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
九
号
と
し
、
同
項
第
三
十
三
号
中
「
別
記
様
式
第
三
十

四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
八
号
と
し
、
同
項
第
三
十
二
号
中

「
別
記
様
式
第
三
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
七
号
と
し
、
同

項
第
三
十
一
号
中
「
別
記
様
式
第
三
十
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三

十
六
号
と
し
、
同
項
第
三
十
号
中
「
別
記
様
式
第
三
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
三
十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
五

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
を
「
別

記
様
式
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
三
号
と
し
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
別
記
様
式
第
二

十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
二
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
三
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
を
「
別
記
様

式
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
五

号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
別
記
様

式
第
二
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第
二
十

三
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と

し
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二

十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別

記
様
式
第
二
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
別
記
様
式
第
十
八

号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
別
記

様
式
第
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
六

号
中
「
別
記
様
式
第
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、

同
項
第
十
五
号
中
「
別
記
様
式
第
十
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号

と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
別
記
様
式
第
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

 

十
三 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
信
託
財
産
管
理
命
令
又
は
同
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令 

 
 

の
申
立
て 

別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
申
立
書 

 

十
四 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
六
十
四
条
第
六
項
（
同
法 

 
 

第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
託
財
産
管
理
命
令
又
は 

 
 

信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
の
登
記
の
抹
消
の
嘱
託
の
申
立
て 

別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
申
立
書 



 
十
五 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
六
十
六
条
第
二
項
（
同
法 

 
 

第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
信
託
財
産
管
理 

 
 

者
、
受
託
者
の
職
務
を
代
行
す
る
者
又
は
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
権
限
の
単
独
行
使
若
し
く
は
分
掌 

 
 

の
許
可
の
申
請 

別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
申
請
書 

 

十
六 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
（
同
法 

 
 

第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
託
財 

 
 

産
管
理
人
、
受
託
者
の
職
務
を
代
行
す
る
者
又
は
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
権
限
範
囲
を
超
え
る
行
為 

 
 

の
許
可
の
申
請 

別
記
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
申
請
書 

 

十
七 

法
第
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
行
う
信
託
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
信
託
の
変
更
命
令
又
は
同
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
の
終
了
命
令
の
申
立 

 
 

て 

別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
申
立
書 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
農
事
組
合
法
人
は
、
」
を
「
農
事
組
合
法
人
に
係
る
」
に
、
「
請
求
に
つ
い
て

」
を
「
請
求
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
七
号
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
別
記
様
式
第

四
十
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
六
号
」
を
「
別
記

様
式
第
五
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
二
号
」

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
別
記
様
式
第
四
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
別
記
様
式
第
四
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
別
記
様
式
第
五
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
別
記
様
式
第
五
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
六
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
組
合
」
を
「
特
定
農
業
協
同
組
合
」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
十

二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
五
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
八
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
別
記
様
式
第
五
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
十
九
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様
式

第
９

号
（

第
３

条
関

係
）

 

選
任

申
立

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
立

人
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
次

の
農

業
協

同
組

合
が

受
託

者
で

あ
る

（
受

託
者

で
あ

っ
た

）
信

託
に

つ
い

て
，

農
業

協
同

組
合

法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

 

 
・

第
4
6
条

第
1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・

検
査

役
 

 
・

第
6
2
条

第
4
項

（
第

1
2
9
条

第
1
項

，
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・

新
受

託
者

・
新

信
託

管
理

人
・

 

 
 

第
1
3
5
条

第
1
項

及
び

第
1
4
2
条

第
1
項

 
の

規
定

に
よ

り
，

 
 新

信
託

監
督

人
・

新
受

益
者

 

 
 

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

理
人

 

 
・

第
1
2
3
条

第
4
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・

信
託

管
理

人
 

 
・

第
1
3
1
条

第
4
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・

信
託

監
督

人
 

の
選

任
を

申
し

立
て

ま
す

。
 

 
住

所
 

  
名

称
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

信
託

行
為

を
証

す
る

書
面

等
の

写
し

 

 
３

 
申

立
人

と
信

託
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

す
る

書
面

（
申

立
人

が
委

託
者

，
受

託
者

又
は

受
益

者
以

外

の
利

害
関

係
人

で
あ

る
場

合
の

み
）

 

 注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 



様
式

第
1
0
号

（
第

３
条

関
係

）
 

辞
任

許
可

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

 
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
5
7
条

第
2
項

（
同

法
第

7
0
条

（
同

法

第
7
4
条

第
6
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
｡
)
，

第
1
2
8
条

第
2
項

，
第

1
3
4
条

第
2
項

及
び

第
1
4
1
条

第
2
項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

｡
）

の
規

定
に

よ
り

，
信

託
の

受
託

者
（

信
託

財
産

管
理

者
・

信
託

財
産

法
人

管
理

人
・

信
託

管
理

人
・

信
託

監
督

人
・

受
益

者
代

理
人

）
の

辞
任

の
許

可

を
受

け
た

い
の

で
，

次
の

書
類

を
添

え
て

申
請

し
ま

す
。

 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

信
託

行
為

を
証

す
る

書
面

等
の

写
し

 

  注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 



様
式

第
1
1
号

（
第

３
条

関
係

）
 

解
任

申
立

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
立

人
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
5
8
条

第
4
項

（
同

法
第

7
0
条

（
同

法

第
7
4
条

第
6
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
｡
)
，

第
1
2
8
条

第
2
項

，
第

1
3
4
条

第
2
項

及
び

第
1
4
1
条

第
2
項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

｡
）

の
規

定
に

よ
り

，
信

託
の

受
託

者
（

信
託

財
産

管
理

者
・

信
託

財
産

法
人

管
理

人
・

信
託

管
理

人
・

信
託

監
督

人
・

受
益

者
代

理
人

）
の

解
任

を
申

し

立
て

ま
す

。
 

 １
 

信
託

の
受

託
者

で
あ

る
（

受
託

者
で

あ
っ

た
）

農
業

協
同

組
合

 

 
 

住
所

 

 
 

名
称

 

 ２
 

解
任

す
る

受
託

者
（

信
託

財
産

管
理

者
・

信
託

財
産

法
人

管
理

人
・

信
託

管
理

人
・

信
託

監
督

人
・

受
益

者
代

理
人

）
 

 
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

信
託

行
為

を
証

す
る

書
面

等
の

写
し

 

 注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 



様
式

第
1
2
号

（
第

３
条

関
係

）
 

報
 

告
 

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
11

条
の

2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
4
7
条

第
2
項

（
第

３
項

）
の

規
定

に
よ

り
，

調
査

結
果

を
報

告
し

ま
す

。
 

 調
査

年
月

日
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 添
付

書
類

等
 

 
 

信
託

事
務

の
処

理
の

状
況

並
び

に
信

託
財

産
に

属
す

る
財

産
及

び
信

託
財

産
責

任
負

担
債

務
の

状

況
に

つ
い

て
の

調
査

結
果

を
記

載
し

，
又

は
記

録
し

た
書

面
若

し
く

は
電

磁
的

記
録

 

  注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 



 
別
記
様
式
第
五
十
四
号
を
別
記
様
式
第
五
十
九
号
と
し
、
別
記
様
式
第
五
十
三
号
を
別
記
様
式
第
五
十
八

号
と
し
、
別
記
様
式
第
五
十
二
号
中
「 

 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
様
式
第
五
十
七
号
と
し
、
別
記
様
式
第
四
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
一
号
ま
で
を
五
様
式
ず
つ
繰

り
下
げ
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
一
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
様
式
第
四
十
六
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
様
式
第
四
十
五
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
九
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
様
式
第
四
十
四
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
八
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
様
式
第
四
十
三
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
七
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
、

「 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
四
十
二
号
と
し
、

別
記
様
式
第
三
十
六
号
を
別
記
様
式
第
四
十
一
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三
十
五
号
を
別
記
様
式
第
四
十
号
と

す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
様
式
第
三
十
九
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
三
号
中
「 

 
 
 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

 

」
に
、
「 

 
 
 
 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
十
八
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三
十

二
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
五
様
式
ず
つ
繰
り
下
げ
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
次
に
次
の
五
様
式

を
加
え
る
。 

第
1
8
9
条

第
２

項
第

2
3
2
条

第
２

項
 

第
1
8
9
条

第
１

項
第

2
3
2
条

第
１

項

第
1
7
3
条

第
２

項
第

2
0
6
条

第
２

項

第
1
6
9
条

第
７

項
第

2
0
2
条

第
７

項

特
定
組
合
承
認
申
請
書

特
定
農
業
協
同
組
合
承
認
申
請
書

 
特
定
組
合
の

 
特
定
農
業
協
同
組
合
の

第
1
8
8
条

第
１

項
第

2
3
1
条

第
１

項

第
1
8
5
条

各
号

第
2
2
8
条

各
号

 
第

1
8
5
条

第
１

 

号
 

第
2
2
8
条

第
１

号
 

特
定
組
合

 
特
定
農
業
協
同
組
合

 



様
式

第
1
3
号

（
第

３
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
信

託
財

産
（

信
託

財
産

法
人

）
管

理
命

令
申

立
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
立

人
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ㊞

 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
6
3
条

第
1
項

（
第

7
4
条

第
2
項
）

の

規
定

に
よ

り
，

信
託

財
産

管
理

者
（

信
託

財
産

法
人

管
理

人
）

に
よ

る
管

理
を

命
ず

る
処

分
を

申
し

立

て
ま

す
。

 

 １
 

受
託

者
と

し
て

の
任

務
を

終
了

し
た

農
業

協
同

組
合

 

 
 

住
所

 

 
 

名
称

 

 ２
 

死
亡

し
た

清
算

受
託

者
（

信
託

財
産

法
人

管
理

命
令

の
申

立
て

の
場

合
の

み
）

 

 
 

住
所

 

 
 

氏
名

 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

信
託

行
為

を
証

す
る

書
面

等
の

写
し

 

 
３

 
申

立
人

と
信

託
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

す
る

書
面

（
申

立
人

が
委

託
者

又
は

信
託

行
為

に
よ

り

指
定

さ
れ

た
受

益
者

以
外

の
利

害
関

係
人

で
あ

る
場

合
の

み
）

 

 注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 

 



様
式

第
1
4
号

（
第

３
条

関
係

）
 

抹
消

登
記

嘱
託

申
立

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
立

人
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ㊞

 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
6
4
条

第
6
項

（
同

法
第

74
条
第

6
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
，

次
の

信
託

財
産

管
理

命
令

（
信

託
財

産
法

人

管
理

命
令

）
に

係
る

登
記

を
嘱

託
に

よ
り

抹
消

す
る

よ
う

申
し

立
て

ま
す

。
 

 １
 

命
令

番
号

 

 ２
 

登
記

年
月

日
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

申
立

人
が

財
産

管
理

命
令

の
後

に
選

任
さ

れ
た

受
託

者
で

あ
る

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
書

面
 

 

注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 

 



様
式

第
1
5
号

（
第

３
条

関
係

）
 権
限

単
独

行
使

（
分

掌
）

許
可

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ㊞

 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
6
6
条

第
2
項

（
同

法
第

7
3
条

及
び

第

7
4

条
第

6
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
｡
）

の
規

定
に

よ
り

，
次

の
職

務
に

つ
い

て
信

託
財

産

管
理

者
（

受
託

者
の

職
務

を
代

行
す

る
者

・
信

託
財

産
法

人
管

理
人

）
が

単
独

で
（

分
掌

し
て

）
権

限

を
行

使
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

許
可

を
受

け
た

い
の

で
，

申
請

し
ま

す
。

 

  
単

独
で

行
う

（
分

掌
す

る
）

職
務

の
内

容
並

び
に

職
務

を
行

う
者

の
住

所
及

び
氏

名
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

仮
処

分
命

令
正

本
（

申
立

人
が

受
託

者
の

職
務

を
代

行
す

る
者

で
あ

る
場

合
の

み
）

 

 

注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 

 



様
式

第
1
6
号

（
第

３
条

関
係

）
 

権
限

外
行

為
許

可
申

請
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ㊞

 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
6
6
条

第
4
項

（
同

法
第

7
3
条

及
び

第

7
4

条
第

6
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
｡
）

の
規

定
に

よ
り

，
信

託
財

産
管

理
者

（
受

託
者

の

職
務

を
代

行
す

る
者

・
信

託
財

産
法

人
管

理
人

）
の

権
限

の
範

囲
を

超
え

る
行

為
の

許
可

を
申

請
し

ま

す
。

 

  
権

限
外

行
為

の
内

容
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

 
２

 
仮

処
分

命
令

正
本

（
申

立
人

が
受

託
者

の
職

務
を

代
行

す
る

者
で

あ
る

場
合

の
み

）
 

 

 

注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 

 



様
式

第
1
7
号

（
第

３
条

関
係

）
 

信
託

変
更

（
終

了
）

命
令

申
立

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
広

島
県

知
事

 
様

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
立

人
 

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
農

業
協

同
組

合
法

第
1
1
条

の
2
6
の

規
定

に
よ

る
信

託
法

第
1
5
0
条

第
1
項

（
第

1
6
5
条

第
1
項

）

の
規

定
に

よ
り

，
次

の
農

業
協

同
組

合
を

受
託

者
と

す
る

信
託

の
変

更
（

終
了

）
を

命
じ

る
よ

う
申

し

立
て

ま
す

。
 

 
住

所
 

  
名

称
 

 添
付

書
類

 

１
 

理
由

書
 

２
 

信
託

行
為

を
証

す
る

書
面

等
の

写
し

 

 注
 

１
 

不
用

の
文

字
は

消
す

こ
と

。
 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
と

す
る

。
 

 



 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
で 

 

し
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
に
よ
る
様 

 

式
で
し
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 


